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告 示 

 

滋賀県告示第414号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者および同法第53条第１項の指定介護予

防サービス事業者として指定した者のうち、次の者から廃止の届出があった。 

令和７年12月５日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 
廃止年月日 

アウル訪問 

看護ステー 

ション滋賀 

守山市守山一 

丁目６－11ド 

マーレ清水702 

株式会社ケアラボ 

代表取締役 佐藤国 

英 

大阪府大阪市 

中央区上本町 

西一丁目１番 

16－1202号 

訪問看護 

介護予防訪 

問看護 

2560790202 令和７.11.30 

 

滋賀県告示第415号 

道路法（昭和27年法律第180号）第18条第１項の規定に基づき、次の道路の区域を変更する。 

この関係図面は、令和７年12月５日から令和７年12月19日まで滋賀県土木交通部道路保全課において一般の縦覧に

供する。 

令和７年12月５日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 
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道 路 

の 

種 類 

路 線 名 

道  路  の  区  域 

区    間 

変更の 

前後の 

別 

敷 地 

の 

幅 員 

延  長 備  考 

県道 多賀醒井線 

犬上郡多賀町大字甲頭倉字野

瀬718番１地先から 

 

犬上郡多賀町大字甲頭倉字上

河原100番１地先まで 

変更後 

最小 

13.0ｍ 

～  

最大 

17.5ｍ 

74.0ｍ 

道路改良（現 

道拡幅）に伴 

う道路区域の 

変更 

 

変更前 

最小 

7.5ｍ 

～  

最大 

17.5ｍ 

74.0ｍ 

 

 

滋賀県告示第416号 

滋賀県営住宅の設置および管理に関する条例（昭和34年滋賀県条例第31号）第11条第２項の規定により、公営住宅

法施行令（昭和26年政令第240号）第２条第１項第４号に規定する令和８年度における滋賀県営住宅の家賃算定のため

の利便性係数を次のとおり定めた。 

令和７年12月５日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

 

県営住宅の所在地 団地名 住    宅 利便性係数 

大津市朝日が丘一丁目 朝日が丘 全ての住宅 0.96 

大津市朝日が丘二丁目 朝日が丘 全ての住宅 0.95 

大津市大平一丁目 石山 全ての住宅 0.88 

大津市大平二丁目 石山南 

１棟202号室、２棟403号室、３棟503号室、

４棟306号室および６棟506号室 
0.86 

その他の住宅 0.84 

大津市大平二丁目 石山東 全ての住宅 0.85 

大津市三大寺 神領 

Ａ９棟の住宅 0.89 

Ｄ棟およびＥ棟の住宅 0.90 

その他の住宅 0.91 

大津市一里山四丁目 一里山 全ての住宅 0.94 

大津市栗林町 栗林 全ての住宅 0.89 

彦根市芹川町 芹川 全ての住宅 0.91 

彦根市東沼波町 東沼波 

101号室、102号室および104号室から106号室

までの住宅 
0.94 

その他の住宅 0.93 

彦根市開出今町 開出今 
Ａ棟、Ｅ棟およびＦ棟の住宅 0.95 

Ｂ棟、Ｃ棟およびＤ棟の住宅 0.94 

彦根市八坂町 八坂 全ての住宅 0.93 

長浜市朝日町 永保 
５号室から８号室までの住宅 0.95 

その他の住宅 0.96 

長浜市新庄寺町 新庄寺 全ての住宅 0.93 

長浜市新庄中町 北新 全ての住宅 0.96 

長浜市新栄町 日之出 全ての住宅 0.86 

長浜市殿町 殿町 Ａ棟の住宅 0.97 
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  Ｂ棟の住宅 0.98 

長浜市木之本町黒田 黒田 全ての住宅 0.76 

近江八幡市西本郷町 西本郷 全ての住宅 0.97 

近江八幡市鷹飼町 鷹飼 全ての住宅 0.95 

草津市木川町 陽ノ丘 全ての住宅 0.89 

草津市西矢倉二丁目 矢倉 全ての住宅 0.92 

草津市西渋川二丁目 渋川 全ての住宅 0.88 

守山市播磨田町 久保 全ての住宅 0.86 

守山市石田町 石田 全ての住宅 0.88 

栗東市川辺 川辺 全ての住宅 0.92 

栗東市小平井一丁目 小平井 全ての住宅 0.95 

甲賀市水口町水口 古城ケ丘 全ての住宅 0.94 

甲賀市水口町西林口 北脇 全ての住宅 0.91 

甲賀市信楽町長野 信楽 全ての住宅 0.87 

野洲市上屋 上屋 全ての住宅 0.92 

野洲市永原 永原第二 全ての住宅 0.92 

湖南市石部南四丁目 西寺 
７棟から９棟までの住宅 0.92 

その他の住宅 0.93 

湖南市岩根 田代ケ池 全ての住宅 0.92 

高島市今津町日置前 平ケ崎 全ての住宅 0.89 

高島市今津町弘川 弘川 全ての住宅 0.94 

高島市拝戸 拝戸 
４棟３号室の住宅 0.88 

その他の住宅 0.86 

高島市新旭町安井川 安井川 全ての住宅 0.89 

東近江市今堀町 今堀 
Ａ棟からＣ棟までの住宅 0.83 

その他の住宅 0.81 

東近江市沖野四丁目 沖野原 全ての住宅 0.86 

東近江市尻無町 大森 全ての住宅 0.87 

東近江市春日町 春日 全ての住宅 0.87 

 

公 告 

 

令和６年度の滋賀県における本人確認情報等の利用および提供の状況公告 

滋賀県住民基本台帳法施行条例（平成14年滋賀県条例第15号）第６条の規定に基づき、本人確認情報等の利用およ

び提供の状況を次のとおり公表する。 

令和７年12月５日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 令和６年度本人確認情報利用件数一覧（総括） 

利 用 区 分 実 施 機 関 件 数 

住民基本台帳法別表第５に掲げる事務 滋賀県知事 225,996 
滋賀県住民基本台帳法施行条例別表第

１に掲げる事務 
滋賀県知事 897  

合               計 226,893  
２ 令和６年度本人確認情報利用件数一覧（事務区分別） 

利用区分 項番 事 務 区 分 件  数 

 

 

 

１ 
特定非営利活動促進法による同法第10条第１項の認証、同法第23条第 

２項の届出または同法第34条第３項の認証に関する事務 
311 

２ 恩給法（他の法律において準用する場合を含む。）による年金である 68 
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  給付または一時金の支給に関する事務  

 

 

 

 

３ 

地方税法その他の地方税に関する法律およびこれらの法律に基づく条 

例または特別法人事業税及び特別法人事業譲与税に関する法律による 

地方税もしくは特別法人事業税の賦課徴収または地方税もしくは特別 

法人事業税に関する調査（犯則事件の調査を含む。）に関する事務 

75,795 

 

 
４ 

旅券法による同法第３条第１項の発給、同法第９条第１項の渡航先の 

追加または同法第17条第１項の届出に関する事務 
41,971 

 

 

 

５ 

難病の患者に対する医療等に関する法律による同法第５条第１項の特 

定医療費の支給、同法第６条第１項の指定医の指定または同法第28条 

第２項の指定難病要支援者証明事業の実施に関する事務 

41 

 

 

 

 

 

 

 

６ 

原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律による同法第２条第３項の 

被爆者健康手帳の交付、同法第７条の健康診断、同法第38条の居宅生 

活支援事業もしくは同法第39条の養護事業の実施または同法第24条第 

１項の医療特別手当、同法第25条第１項の特別手当、同法第26条第１ 

項の原子爆弾小頭症手当、同法第27条第１項の健康管理手当、同法第 

28条第１項の保健手当、同法第31条の介護手当もしくは同法第32条の 

葬祭料の支給に関する事務 

2,035 

 

 

 

７ 

職業能力開発促進法による職業訓練指導員の免許、職業訓練指導員試 

験の実施または技能検定試験の実施その他技能検定に関する業務（同 

法第46条第２項の政令で定めるものに限る。）の実施に関する事務 

５ 

 

 

 

 

 

 

 

住民基本台帳法 

別表第５に掲げ 

る事務 

８ 

児童福祉法による同法第６条の４第１号の養育里親もしくは同条第２ 

号の養子縁組里親の登録もしくは同条第３号の里親の認定、同法第11 

条第１項第２号ハの児童およびその家庭についての調査および判定、 

同法第18条の18第１項の保育士の登録、同法第19条の２第１項の小児 

慢性特定疾病医療費の支給、同法第19条の３第１項の指定医の指定、 

同法第19条の22第４項の小児慢性特定疾病要支援者証明事業の実施、 

同法第20条第１項の療育の給付、同法第24条の２第１項の障害児入所 

給付費、同法第24条の６第１項の高額障害児入所給付費、同法第24条 

の７第１項の特定入所障害児食費等給付費もしくは同法第24条の20第 

１項の障害児入所医療費の支給、同法第33条の６第１項の児童自立生 

活援助の実施または同法第56条第１項の負担能力の認定もしくは同条 

第２項の費用の徴収に関する事務 

2,284 

 

９ 

生活保護法による同法第19条第１項の保護の決定および実施、同法第 

55条の４第１項の就労自立給付金もしくは同法第55条の５第１項の進 

学・就職準備給付金の支給、同法第55条の８第１項の被保護者健康管 

理支援事業の実施、同法第63条の保護に要する費用の返還または同法 

第77条第１項、第77条の２第１項、第78条第１項から第３項までもし 

くは第78条の２第１項もしくは第２項の徴収金の徴収に関する事務 

164 

 
10 

身体障害者福祉法による同法第15条第４項の身体障害者手帳の交付に 

関する事務 
54,719 

 
11 

知的障害者福祉法による同法第11条第１項第２号ハの知的障害者の判 

定に関する事務 
7,719 

 

12 

特別児童扶養手当等の支給に関する法律による同法第３条第１項の特 

別児童扶養手当、同法第17条の障害児福祉手当もしくは同法第26条の 

２の特別障害者手当の支給または国民年金法等の一部を改正する法律 

による同法附則第97条第１項の福祉手当の支給に関する事務 

１ 

 

13 

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律による 

同法第６条の自立支援給付の支給または同法第78条の地域生活支援事 

業の実施に関する事務 

39,758 
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14 

家畜商法による同法第３条第１項の免許または同法第５条の登録に関 

する事務 
２ 

 

15 

フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律による同法第 

27条第１項の登録、同法第30条第１項の更新または同法第31条第１項 

の届出に関する事務 

２ 

 
16 

電気工事士法による同法第４条第２項の交付または同条第７項の書換 

えに関する事務 
1,074 

 
17 

宅地建物取引業法による宅地建物取引業の免許または宅地建物取引士 

資格の登録に関する事務 
６ 

 
18 

住宅宿泊事業法による同法第３条第１項または第４項の届出に関する 

事務 
41 

滋賀県住民基本 

台帳法施行条例 

別表第１に掲げ 

る事務 

19 

肥料の品質の確保等に関する法律による同法第４条第１項の登録、同 

法第13条の届出もしくは交付または同法第16条の２第１項もしくは第 

３項、第22条もしくは第23条の届出に関する事務 

３ 

20 
採石法による同法第32条の登録または同法第32条の７第１項の届出に 

関する事務 
１ 

21 
砂利採取法による同法第３条の登録または同法第９条第１項の届出に 

関する事務 
７ 

22 
介護保険法による同法第69条の２第１項の介護支援専門員実務研修受 

講試験の実施に関する事務 
91 

23 
鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律による同法第41 

条の狩猟免許試験の実施または同法第46条第１項の届出に関する事務 
221 

24 
滋賀県職員退隠料および扶助料支給条例による年金である給付の支給 

に関する事務 
４ 

25 

滋賀県心身障害者扶養共済制度条例による同条例第５条第１項の承 

認、同条例第16条第 1 項の脱退一時金の支給、同条例第20条第３項第 

２号もしくは第４項の届出または同条第５項の調査に関する事務 

496 

26 

中小企業の事業活動の活性化等のための中小企業関係法律の一部を改 

正する法律第４条の規定による改正前の中小企業近代化資金等助成法 

第３条第１項第１号に掲げる資金の貸付けに関する事務 

４ 

27 
独立行政法人中小企業基盤整備機構法第15条第１項第３号または第４ 

号に規定する資金の貸付けに関する事務 
70 

合              計 226,893 

３ 令和６年度本人確認情報提供件数一覧（総括） 

提 供 区 分 提 供 先 件 数 

滋賀県住民基本台帳法施行条例別表第２ 

に掲げる事務 
滋賀県の執行機関（知事以外） 967 

情報提供業務以外の提供（市町長等が本 

人確認情報の修正等を行うとき。） 
市町長等 268 

合              計 1,235 

４ 令和６年度本人確認情報提供件数一覧（事務区分別） 

提供区分 項番 事 務 区 分 件  数 

滋賀県住民基本台 

帳法施行条例別表 

第２に掲げる事務 

１ 滋賀県奨学資金貸与条例による奨学資金の貸与に関する事務 965 

２ 地方自治法による同法第242条第１項の監査に関する事務 ２ 

情報提供業務以外 

の提供 
３ 市町長等が本人確認情報の修正等を行うとき。 268 

合              計 1,235 
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５ 令和６年度附票本人確認情報提供件数一覧（総括） 

提 供 区 分 提 供 先 件 数 

附票情報提供業務以外の提供（市町長等 

が附票本人確認情報の修正等を行うと 

き。） 

市町長等 838 

合              計 838 

６ 令和６年度附票本人確認情報提供件数一覧（事務区分別） 

提供区分 項番 事 務 区 分 件  数 

附票情報提供業 

務以外の提供 
１ 市町長等が附票本人確認情報の修正等を行うとき。 838 

合              計 838 

 

地域森林計画の変更の案の縦覧公告 

森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定に基づき湖南地域森林計画（計画期間 令和５年４月１日から

令和15年３月31日まで）を変更したいので、同法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該地域森林計画の

変更の案を縦覧に供する。 

なお、当該地域森林計画の変更の案に意見のある者は、縦覧期間満了の日までに、滋賀県知事に、理由を付した文

書をもって、意見を申し立てることができる。 

令和７年12月５日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 森林計画区の名称 湖南 

２ 地域森林計画の変更の案の縦覧の場所  

  滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 大津市京町四丁目１番１号 

  滋賀県西部・南部森林整備事務所 大津市松本一丁目２－１ 

  滋賀県甲賀森林整備事務所 甲賀市水口町水口6200 

  滋賀県中部森林整備事務所 東近江市八日市緑町７－23 

３ 地域森林計画の変更の案の縦覧の期間および時間 令和７年11月27日から令和７年12月22日までの各縦覧場所に

おける執務時間内  

 

地域森林計画の変更の案の縦覧公告 

森林法（昭和26年法律第249号）第５条第５項の規定に基づき湖北地域森林計画（計画期間 令和７年４月１日から

令和17年３月31日まで）を変更したいので、同法第６条第１項の規定により次のとおり公告し、当該地域森林計画の

変更の案を縦覧に供する。 

なお、当該地域森林計画の変更の案に意見のある者は、縦覧期間満了の日までに、滋賀県知事に、理由を付した文

書をもって、意見を申し立てることができる。 

令和７年12月５日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 森林計画区の名称 湖北 

２ 地域森林計画の変更の案の縦覧の場所  

  滋賀県琵琶湖環境部森林政策課 大津市京町四丁目１－１ 

  滋賀県中部森林整備事務所 東近江市八日市緑町７－23 

  滋賀県湖北森林整備事務所 長浜市平方町1152－２ 

  滋賀県西部・南部森林整備事務所高島支所 高島市今津町今津1758 

３ 地域森林計画の変更の案の縦覧の期間および時間 令和７年11月27日から令和７年12月22日までの各縦覧場所に

おける執務時間内  

 

都市計画変更案縦覧公告 

都市計画法（昭和43年法律第100号）第21条第２項において準用する同法第18条の規定に基づき大津湖南都市計画区

域区分を次のとおり変更しようとするので、同法第21条第２項において準用する同法第17条第１項の規定に基づき公

告し、当該都市計画の案を公衆の縦覧に供する。 
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令和７年12月５日 

 滋賀県知事 三 日 月 大 造 

１ 都市計画の種類 大津湖南都市計画区域区分 

２ 都市計画を変更する土地の区域 大津市の一部、草津市、守山市、栗東市、野洲市および湖南市 

３ 都市計画の案の縦覧場所  

滋賀県土木交通部都市計画課 大津市京町四丁目１番１号 

大津市都市計画部都市計画課 大津市御陵町３－１ 

草津市都市計画部都市計画課 草津市草津三丁目13番30号 

守山市都市経済部都市計画・交通政策課 守山市吉身二丁目５番22号 

栗東市建設部都市計画課 栗東市安養寺一丁目13番33号 

野洲市都市建設部都市計画課 野洲市小篠原2100番地１ 

湖南市建設経済部都市政策課 湖南市中央一丁目１番地 

  なお、令和７年12月５日から令和７年12月19日までの間、滋賀県のホームページ(https://www.pref.shiga.lg.jp/ 

kensei/koho/e-shinbun/oshirase/346742.html)でも閲覧することができる。 

４ 縦覧期間 令和７年12月５日から令和７年12月19日まで 

上記の縦覧に係る事項について意見のある者は、縦覧期間満了の日までに滋賀県知事に意見書を提出することがで

きる。 

 

健 康 福 祉 事 務 所 告 示 

 

滋賀県東近江健康福祉事務所告示第19号 

介護保険法（平成９年法律第123号）第41条第１項の指定居宅サービス事業者として指定した者のうち、次の者から

廃止の届出があった。 

令和７年12月５日 

 滋賀県東近江健康福祉事務所長 小 林 靖 英 

 

事 業 所 

の 名 称 

事業所の 

所 在 地 

申請者の名称およ 

び代表者の氏名ま 

たは開設者の氏名 

主たる事務所 

の 所 在 地 

サービス 

の 種 類 

介 護 保 険 

事業所番号 
廃止年月日 

菊水園デイ 

サービスセ 

ンター 

東近江市下里 

町789番地 

社会福祉法人恵泉会 

理事長 田中宏尚 

東近江市下里町 

789番地 
通所介護 2570500260 令和７.11.30 

 

農 業 農 村 振 興 事 務 所 公 告 

 

土地改良区定款変更認可公告 

土地改良法（昭和24年法律第195号）第30条第２項の規定により、長浜南部土地改良区の定款の変更は、令和７年11

月27日に認可した。 

令和７年12月５日 

 滋賀県湖北農業農村振興事務所長  藤  江     学  

 

病 院 事 業 庁 公 告 

 

落札者決定の公告 

特定調達契約に係る落札者を次のとおり決定したので、滋賀県病院事業庁の物品等または特定役務の調達の特例を

定める規程（平成18年滋賀県病院事業庁規程第19号）第13条の規定により公告する。 

令和７年12月５日 

 滋賀県病院事業庁長 正 木 隆 義 

１ 落札に係る物品等または特定役務の名称および数量 洗浄システム 一式 
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２ 契約に係る事務を担当する課等の名称および所在地 滋賀県立総合病院総務課 守山市守山五丁目４番30号 電

話 077－582－5031 

３ 落札者を決定した日 令和７年11月５日(水) 

４ 落札者の氏名および住所 株式会社増田医科器械滋賀支店 栗東市伊勢落730番地１ 

５ 落札金額 86,724,000円（税込） 

６ 契約の相手方を決定した手続 一般競争入札 

７ 一般競争入札を行うにつき公告した日 令和７年10月10日(金)  

 

 

発行人・発行所 滋 賀 県 大津市京町四丁目１番１号 


